
○
建
設
委
員
会

・
内
閣
提
出
法
律
案
（
一
件
）

（
注
）
※
は
予
算
関
係
法
律
案

番
号

件　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名

先議院

提　

出

月　

日

参　
　
　

議　
　
　

院

衆　
　
　

議　
　
　

院

備　
　

考

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決

３※

住
宅
金
融
公
庫
法
及
び
北
海
道
防
寒
住

宅
建
設
等
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

衆
四
、一

〇
、
三
〇

四
、一

〇
、
三
〇

（
予
）

四
、一

二
、
一
〇

可　

決

四
、一

二
、
一
〇

可　

決

四
、

一
〇
、
三
〇

四
、一

二
、　

一

可　

決

四
、一

二
、　

一

可　

決

・
衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
号

件　
　
　
　

名

提
出
者

　

（
月
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出

参　
　
　

議　
　
　

院

衆　
　

議　
　
　

院

備　

考

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決

3

大
阪
湾
臨
海
地
域
開
発

整
備
法
案

建
設
委
員
長

（
四
、
一
一
、
二
六
）

四
、一

一
、
二
七

四
、

一
二
、　

一

四
、一　

一
、
二
七

（
予
）

四
、一

二
、　

八

可　

決

四
、一

二
、
一
〇

可　

決

四
、一

二
、　

一

可　

決



住
宅
金
融
公
庫
法
及
び
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
号
）

要
旨

　
本
法
律
案
は
、
内
需
の
拡
大
の
た
め
、
平
成
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

時
限
的
措
置
と
し
て
、
一
定
の
既
存
住
宅
に
係
る
貸
付
金
の
利
率
の
引
下
げ

及
び
償
還
期
間
の
延
長
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
主
な

内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
既
存
住
宅
に
係
る
貸
付
金
の
金
利
の
引
下
げ

　
現
在
百
五
十
五
平
米
以
下
で
年
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
（
当
初
十
年

間
）
で
あ
る
既
存
住
宅
に
係
る
貸
付
金
の
金
利
を
、
良
質
な
既
存
住
宅
に

つ
い
て
は
、
年
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
（
当
初
十
年
間
）
に
引
き
下
げ

る
。

二
、
既
存
住
宅
に
係
る
貸
付
金
の
償
還
期
間
の
延
長

現
在
二
十
五
年
以
内
で
あ
る
償
還
期
間
を
、
良
質
な
既
存
住
宅
に
つ
い

て
は
、
三
十
年
以
内
に
延
長
す
る
。

委
員
長
報
告

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
建
設
委
員
会

に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
大
阪
湾
臨
海
地
域
開
発
整
備
法
案
は
、
大
阪
湾
臨
海
地
域
に
お
け

る
近
年
の
産
業
構
造
の
変
動
等
経
済
的
社
会
的
環
境
の
変
化
に
か
ん
が
み
、

当
該
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
活
力
の
向
上
を
図
り
、
東
京
一

極
集
中
の
是
正
並
び
に
世
界
及
び
我
が
国
の
経
済
、
文
化
等
の
発
展
に
寄
与

す
る
た
め
、
世
界
都
市
に
ふ
さ
わ
し
い
機
能
と
住
民
の
良
好
な
居
住
環
境
等

を
備
え
た
地
域
と
し
て
の
当
該
地
域
の
整
備
等
に
関
す
る
総
合
的
な
計
画
を

策
定
し
、
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
の
詳
細
は
、
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま

す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し

て
上
田
委
員
よ
り
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
採
決
の
結
果
、
本
法

律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し

た
。

　
次
に
、
住
宅
金
融
公
庫
法
及
び
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
内
需
の
拡
大
の
た
め
の
時
限
的
措
置
と
し
て
、
こ

の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
六
年
度
末
ま
で
の
期
間
に
限
り
、
一
定
の
既

存
住
宅
に
係
る
貸
付
金
の
利
率
の
引
下
げ
及
び
償
還
期
間
の
延
長
等
を
行
う

こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
の
詳
細
は
、
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま

す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案



ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

大
阪
湾
臨
海
地
域
開
発
整
備
法
案
（
衆
第
三
号
）

要
旨

　
本
法
律
案
は
、
大
阪
湾
臨
海
地
域
に
お
け
る
近
年
の
産
業
構
造
の
変
動
等

経
済
的
社
会
的
環
境
の
変
化
に
か
ん
が
み
、
当
該
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地

域
に
お
け
る
活
力
の
向
上
を
図
り
、
東
京
一
極
集
中
の
是
正
並
び
に
世
界
及

び
我
が
国
の
経
済
、
文
化
等
の
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
、
世
界
都
市
に
ふ
さ

わ
し
い
機
能
と
住
民
の
良
好
な
居
住
環
境
等
を
備
え
た
地
域
と
し
て
の
当
該

地
域
の
整
備
等
に
関
す
る
総
合
的
な
計
画
を
策
定
し
、
そ
の
実
施
を
促
進
す

る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

一
、
大
阪
湾
臨
海
地
域
及
び
関
連
整
備
地
域
は
、
主
務
大
臣
が
、
府
県
知
事

の
申
請
に
基
づ
き
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
て
指
定
す
る
も
の
と

す
る
。

二
、
主
務
大
臣
は
、
関
係
府
県
知
事
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
関
係
行
政

　
機
関
の
長
に
協
議
の
上
、
大
阪
湾
臨
海
地
域
及
び
関
連
整
備
地
域
の
整
備

　
等
に
関
す
る
基
本
方
針
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

三
、
関
係
府
県
知
事
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
関
係
市
町
村
長
等
の
意
見

　
を
聴
い
て
、
当
該
府
県
の
区
域
内
の
大
阪
湾
臨
海
地
域
又
は
関
連
整
備
地

　
域
に
つ
い
て
整
備
計
画
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
の
承
認
を
申
請
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
整
備
計
画
の
実
施
の
促
進
に
関
し
必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
、
主
務
大

　
臣
、
関
係
行
政
機
関
の
長
、
関
係
府
県
知
事
等
で
構
成
す
る
促
進
協
議
会

　
を
組
織
す
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
等
は
、
大
阪
湾
臨
海
地
域
及
び
関
連
整
備
地
域

　
の
整
備
等
に
関
す
る
施
策
の
策
定
及
び
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
適
正
か
つ

　
合
理
的
な
土
地
利
用
の
確
保
、
国
土
の
保
全
及
び
災
害
の
防
止
、
広
域
的

　
な
観
点
か
ら
の
総
合
的
な
環
境
の
保
全
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
公
共
施
設
の
整
備
促
進
、
地
方
債
に
つ

　
い
て
の
配
慮
、
資
金
の
確
保
、
公
共
施
設
の
整
備
等
に
伴
う
利
益
に
応
じ

　
た
適
切
な
負
担
、
都
市
計
画
法
等
に
よ
る
処
分
に
つ
い
て
の
配
慮
、
国
土

　
利
用
計
画
法
に
基
づ
く
監
視
区
域
の
指
定
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

　
る
。

委
員
長
報
告

前
ペ
ー
ジ
参
照




